
令 和 ５ 年 ５ 月 ３ ０ 日 

都市整備政策部建築調整課 

 

 

 

世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正理由 

「祖師谷二丁目地区 地区計画」が都市計画決定されたことに伴い、当該区域内の制

限内容を追加する必要があるため、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限

に関する条例（以下「建築物制限条例」という）の一部を改正する。 

併せて、建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部

改正に伴い、引用する条ずれ及び規定の整備を行う。 

 

２ 改正内容 

（１）別紙１のとおり 

（２）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律等の一部を改正する法律の公布による、建築基準法の一部改正１年目施行に伴

う規定の整備 

（３）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の条ずれによる改正 

 

３ 施行予定日 

公布の日 

 

４ 条例改正新旧対照表 

   別紙２のとおり 

 

５ 添付資料 

   （別紙１）建築物制限条例改正に関連する地区計画や法令改正の概要 

   （別紙２）新旧対照表 （改正箇所抜粋） 

（参考１）地区計画パンフレット（祖師谷二丁目地区） 
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建築物制限条例改正に関連する地区計画や法令改正の概要 

 

地区計画の対象区域と制限内容 

 

１「祖師谷二丁目地区地区計画」 

（１）対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）祖師谷二丁目地区地区計画のうち地区整備計画で制限する内容 

建築物制限条例 別表第１ １、別表第２、別表第５に追加 

①  別表第２ イの欄（建築物の容積率の最高限度） 

周辺市街地と調和した市街地を形成するため、建築物の容積率の最高限度を定

める。 

②  別表第２ ウの欄（建築物の建ぺい率の最高限度） 

みどり豊かでゆとりある市街地を形成するため、建築物の建ぺい率の最高限度

を定める。 

③  別表第２ オの欄（壁面の位置） 

ゆとりある空間の形成及び周辺市街地への圧迫感の軽減に配慮するため、壁面

の位置の制限を定める。 

④  別表第２ カの欄（壁面の位置の適用除外） 

      壁面の位置の制限の目的からして制限区域内への設置が支障ないと判断できる

ものについて、適用除外建築物を定める。 

⑤  別表第２ キの欄（建築物の高さの最高限度） 

周辺市街地と調和した市街地を形成するため、建築物等の高さの最高限度を

定める。 

別紙 １ 

世田谷西部地域上祖師谷・

給田地区地区計画区域 

地区計画区域 

（祖師谷二丁目地区） 

0 100 200 400ｍ 

Ｎ 
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世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

○世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

昭和62年７月１日条例第34号 昭和62年７月１日条例第34号 

改正 改正 

平成元年９月27日条例第52号 平成元年９月27日条例第52号 

中略 中略 

令和３年６月25日条例第43号 

令和４年６月24日条例第22号 

令和３年６月25日条例第43号 

令和４年６月24日条例第22号 

令和４年12月９日条例第61号 令和４年12月９日条例第61号 

令和５年６月〇日条例第〇号  

第４条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」

という。）は、別表第２から別表第４までの計画地区に応じ、それ

ぞれ別表第２の計画地区にあっては同表イ欄、別表第２の２の計画

地区にあっては同表イ欄、別表第３の計画地区にあっては同表ア欄、

別表第４の計画地区にあっては同表イ欄に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。ただし、別表第２イ欄に計画地区内の公共施設の整備

の状況に応じた建築物の容積率の最高限度（以下「暫定容積率」と

いう。）及び当該計画地区の特性に応じた建築物の容積率の最高限

度（以下「目標容積率」という。）が定めてある場合においては、

法第68条の４の規定により当該計画地区の地区計画の内容（暫定容

積率を除く。）に適合し、かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めた建築物については、暫定容積率を適用しない。 

第４条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」

という。）は、別表第２から別表第４までの計画地区に応じ、それ

ぞれ別表第２の計画地区にあっては同表イ欄、別表第２の２の計画

地区にあっては同表イ欄、別表第３の計画地区にあっては同表ア欄、

別表第４の計画地区にあっては同表イ欄に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。ただし、別表第２イ欄に計画地区内の公共施設の整備

の状況に応じた建築物の容積率の最高限度（以下「暫定容積率」と

いう。）及び当該計画地区の特性に応じた建築物の容積率の最高限

度（以下「目標容積率」という。）が定めてある場合においては、

法第68条の４の規定により当該計画地区の地区計画の内容（暫定容

積率を除く。）に適合し、かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めた建築物については、暫定容積率を適用しない。 

２ 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該敷

地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

２ 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該敷

地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

別紙 ２ 
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改正後 改正前 

がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）

に次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た面積を限度として、当該各号に掲げる建築物の部

分の床面積は算入しない。 

がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）

に次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た面積を限度として、当該各号に掲げる建築物の部

分の床面積は算入しない。 

３ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるもの

の住宅又は老人ホーム、福祉ホ－ムその他これらに類するもの（以

下この項及び第５項において「老人ホーム等」という。）の用途に

供する部分（法第52条第６項各号に掲げる建築物の部分を除く。以

下この項において同じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の住

宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１

を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用

途に供する部分の床面積の合計の３分の１）は、算入しない。 

３ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるもの

の住宅又は老人ホーム、福祉ホ－ムその他これらに類するもの（以

下この項及び第５項において「老人ホーム等」という。）の用途に

供する部分（法第52条第６項の政令で定める昇降機の昇降路の部分

又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用

に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の３分の

１）は、算入しない。 

(略) (略) 

５ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、法第

52条第６項各号に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。 

５ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、法第

52条第６項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若し

くは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床

面積は、算入しない。 

(略) (略) 
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改正後 改正前 

８ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成28年政令

第８号）第11条の規定に基づき、認定建築物エネルギー消費性能向

上計画に係る建築物（以下この項において「計画に係る建築物」と

いう。）の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなる

ものとして国土交通大臣が定める設備を設ける部分の床面積の合計

（当該床面積の合計が計画に係る建築物の延べ面積の10分の１を超

える場合においては、当該計画に係る建築物の延べ面積の10分の１）

は、算入しない。 

８ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成28年政令

第８号）第15条の規定に基づき、認定建築物エネルギー消費性能向

上計画に係る建築物（以下この項において「計画に係る建築物」と

いう。）の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなる

ものとして国土交通大臣が定める設備を設ける部分の床面積の合計

（当該床面積の合計が計画に係る建築物の延べ面積の10分の１を超

える場合においては、当該計画に係る建築物の延べ面積の10分の１）

は、算入しない。 

  

付 則 付 則 

この条例は、昭和62年８月１日から施行する。 この条例は、昭和62年８月１日から施行する。 

中略 中略 

附 則（令和４年６月24日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年１２月９日条例第61号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年６月24日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年１２月９日条例第61号） 

この条例は、公布の日から施行する 

附 則（令和５年６月〇日条例第〇号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

○世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

昭和62年７月１日条例第34号 昭和62年７月１日条例第34号 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

１ ２の区域以外の地区整備計画区域 １ ２の区域以外の地区整備計画区域 

 名称 区域   名称 区域  

 東京都市計画祖師

谷二丁目地区地区

整備計画区域 

東京都市計画祖師谷二丁目地区地区計画の

区域のうち、地区整備計画が定められた区

域 

  追加 追加  

  

 

別表第１ １ 

6



世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例 

昭和62年７月１日条例第34号 

別表第２（第３条―第９条、第10条、第11条関係） 

  

 

地区整

備計画

の名称 

計画地区 

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ  

 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積率

の最高限度 

建築物の建ぺい率の最高

限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

壁面の位置 壁面の位置の適用除外 

建築物の高さの最高限度 建築物

の高さ

の最低

限度 

建築物の形態又

は意匠の制限 

かき又

はさく

の構造

の制限 

 

 

(1) (2) 

 

東京都

市計画

祖師谷

二丁目

地区地

区整備

計画 

地区整備計画

の区域 

― １０分の１５ １０分の５ 

 

― １ 計画図３に示すとおり、１号

壁面線については、区画道路境界線

から８ｍ 

２ 計画図３に示すとおり、２号

壁面線については、区画道路境界

線から６ｍ 

３ 計画図３に示すとおり、３号

壁面線については、区画道路境界

線から５ｍ 

４ 計画図３に示すとおり、４号

壁面線については、隣地境界線又

は区画道路境界線から５ｍ 

５ 計画図３に示すとおり、５号

壁面線については、隣地境界線又

は区画道路境界線から３ｍ 

６ 計画図３に示すとおり、６号

壁面線については、区画道路境界

線から２ｍ 

７ 計画図３に示すとおり、７号

壁面線については、道路境界線か

ら２ｍ 

１ 計画図３に示す２号

壁面線及び３号壁面線

の各境界線から４ｍを

超える区域における軒

の高さが３ｍ以下の平

屋建ての建築物 

２ 計画図３に示す４号

壁面線及び５号壁面線

の各境界線から２ｍを

超える区域における軒

の高さが３ｍ以下の平

屋建ての建築物 

３ 公益上やむを得ない

建築物 

 

２８．５ｍ。ただし、建築物の各

部分の高さは、次に掲げるもの

を超えてはならない。 

（１）当該部分から計画図３に

示す斜線制限における境界

線までの水平距離に 1.25を

乗じたものに 10ｍを加えた

もの 

（２）当該部分から計画図３に

示す斜線制限における境界線

までの真北方向の水平距離に

0.5を乗じたものに４ｍを加え

たもの 

 

― 

  

― 

 

― 

 

― 

 

 

 

１．この表において計画図とは、都市計画法第１４条第１項に規定する計画図をいう。 

２．この表において計画地区とは、計画図に示したものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（変更後 新規追加） 
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世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

○世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

昭和62年７月１日条例第34号 昭和62年７月１日条例第34号 

別表第５（第５条関係） 別表第５（第５条関係） 

 地区整備計画等の名称 計画地区   地区整備計画等の名称 計画地区  

 東京都市計画上用賀１丁目地区地

区整備計画 

地区整備計画の区域   東京都市計画上用賀１丁目地区地

区整備計画 

地区整備計画の区域  

 東京都市計画鎌田一丁目地区地区

整備計画 

地区整備計画の区域   東京都市計画鎌田一丁目地区地区

整備計画 

地区整備計画の区域  

 東京都市計画北烏山二・三丁目地区

地区整備計画 

地区整備計画の区域  

 

 

 

 東京都市計画北烏山二・三丁目地区

地区整備計画区域 

地区整備計画の区域  

 

 

 
東京都市計画祖師谷二丁目地区地

区整備計画 

地区整備計画の区域 (追加) 

 

(追加) 

 東京都市計画世田谷区役所周辺地

区防災街区整備地区整備計画 

広域避難場所地区   東京都市計画世田谷区役所周辺地

区防災街区整備地区整備計画 

広域避難場所地区  

  

 

別表第５ 
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